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第４章 分野別施策推進の基本的方向 
 

  人権に関する現状と課題を分野別に整理し、人権尊重の視点から、その施策を推進し

ていくための基本的な方向を示します。 

 

  

  

【現状と課題】 

男女共同参画社会の実現を目指して、1999（平成 11）年に｢男女共同参画社会基本法

（平成 11 年法律第 78 号）｣が施行され、その後「配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律（平成 13 年法律第 31 号）」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成 3 年法律第 76 号）」の一部改正がなされるな

ど、男女平等の制度上の枠組みは整備されつつあります。 

しかし、2009（平成 21）年に公表された国連の女子差別撤廃委員会の最終見解にお

いて、「日本の女性差別撤廃に向けた取組は、不十分である」と指摘されたように、未

だ固定的性別役割分担意識や賃金格差等は払拭されておらず、政策・方針決定過程への

参画、職場における能力発揮、女性への暴力などへの取組も不十分であることなど数多

くの課題が残されています。 

  鎌倉市では、2001（平成 13）年に「かまくら 21 男女共同参画プラン」を策定し、さ

らに、2007（平成 19）年には、鎌倉市男女共同参画推進条例を施行し、施策の枠組みを

強化しました。 

しかし、「男性は仕事、女性は家庭」といった性別役割分担意識を支持する考え方が

根強く残っていること、非正規労働者の多数を女性労働者が占めていること、ＤＶ相談

の増加といった現状を踏まえ、鎌倉市は 2012（平成 24）年に「かまくら 21 男女共同参

画プラン」を見直し、「かまくら 21 男女共同参画プラン（第 2 次）」を策定しました。

そして、プランを推進していくため、女性相談、女性の人材育成のほか、「かまくら男

女共同参画市民ネットワーク・アンサンブル 21」と協働で理念の啓発など男女共同参画

社会の実現に向けた様々な取組を行ってきました。 

今後も女性の人権が尊重され、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によっ

て社会のあらゆる分野に参画し、責任を担う真の男女共同参画社会を実現するための取

組が必要となっています。 

 

 

 

 

 

１ 女性の人権 
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 （※）デートＤＶ：交際相手からの暴力 

【特に重要な取組】 

(1) 政策・方針決定の場への女性の参画 

・あらゆる分野で女性の参画を進めるため、審議会等への女性委員登用を

推進 

・事業所や各種団体等に対する女性の職域拡大推進のための啓発 

     

(2) ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）対策の充実 

・男女共同参画社会実現を阻害する暴力行為を根絶するためのＤＶ及び 

デートＤＶ（※）等の防止、被害者の保護・自立に向けた支援 

・暴力を許さない社会意識の醸成に向けた啓発 

 

(3) セクシュアル・ハラスメントの防止 

・職場や学校など、さまざまな場面におけるセクシュアル・ハラスメント

防止のための啓発 

 

(4) 固定的な男女役割分業意識の解消 

・社会の固定的な性別役割分業意識や慣習、男女間格差などの解消に向け

た啓発 

・ワークライフバランスの推進に向けた啓発 
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【現状と課題】 

核家族化や少子化の進展に伴う家族形態の変容、女性の社会進出や家庭と地域のつ

ながりの希薄化などが、家庭や地域社会における子育て力の低下の要因となっている

と言われています。そのような中、子育てに不安や負担感、孤独感を抱えている人も

少なくありません。 

連日のように報道される親からの子どもへの虐待は、深刻な社会問題となっており、

虐待の通告や相談件数が増加しています。とりわけ、子どもの前で配偶者に暴力をふ

るう「面前ＤＶ」等の心理的虐待が目立っています。 

また子どもをとりまく家庭環境も多様化し、より一層社会全体で子育てを支える対

策が求められています。 

このような状況の下、鎌倉市では、2005（平成 17）年３月に、「鎌倉市次世代育成

きらきらプラン」を策定し、親たちの子育てを支援するさまざまな取組を推進してい

ます。 

さらに、2011（平成 23）年８月には、「鎌倉市子ども・若者育成プラン」を策定し、

０歳から 30 歳までの子ども・若者に対し長期的な視点で健全育成と自立を支援するた

めの取組を進めてきました。子どもの意思と権利を尊重し、子どもが自ら育つ力を伸

ばすために、課題を抱えた子どもたちを特定一部の問題としてとらえるのではなく、

子どもたち全体の問題として考えていくことが大切です。 

一方、子どもたちの間でのいじめや教師による体罰等の問題も顕在化してきました。

とりわけ、いじめ問題は、近年、携帯電話・インターネット・ソーシャルネットワー

キングサービスなど高度情報化社会の進展に伴い、ネット上の個人情報の流出や誹謗

中傷などにより複雑化しています。 

本市では、こどもと家庭の相談室や教育相談、いじめ相談ダイヤルによる対応など、

いじめや子育てについての心配、家庭の不安など様々な問題に庁内組織が連携して対

応しています。 

深刻化するこれらの諸問題に対応するため、国や県をはじめ、家庭、学校、地域、

関係機関・団体などが協力し合い、緊密に連携を図りながら取組を進めていくことが

求められています。 

 

 

 

 

 

 

２ 子どもの人権 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

【特に重要な取組】 

（1）子どもの人権尊重 

   ・子どもの権利条約の周知等、子どもの人権尊重や擁護に関する啓発 

   ・子ども自らが、人権尊重を意識するための家庭・地域・学校での指導 

 

（2） 児童虐待の未然防止策と対応の充実  

・「こどもと家庭の相談室」や「鎌倉市要保護児童対策地域協議会」に

おける、児童虐待未然防止、早期発見と早期対応の推進 

・虐待防止意識の啓発 

 

（3）いじめや不登校対策の充実  

   ・児童・生徒が、安心して充実した学校生活を送れるための相談体制の

推進 

   ・いじめ相談専用の「鎌倉市いじめ相談ダイヤル」を活用した、いじめ

の予防・防止及び早期対応の推進 

・社会福祉士や精神保健福祉士など専門的な知識や技能を持つスクール

ソーシャルワーカーによる児童・生徒の生活環境面への支援 

   ・家庭、地域社会、学校が連携した、いじめや不登校のない学校づくり 
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【現状と課題】 

    鎌倉市の 65 歳以上の高齢者人口は、平成 25 年 10 月１日現在 51,447 人で、高齢化率

（65 歳以上の人口の占める割合）は 28.94％となっており、団塊の世代が 65 歳を迎え

ていることにより、高齢化は一層加速するものと推測されます。 

一方で、介護認定者の占める割合は 17.9%であり、８割を超える高齢者は介護認定

を受けることなく、社会の担い手として活躍している例もあります。 

2005（平成 17）年に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律（平成 17 年法律第 124 号）」が施行され、関係機関の責務や役割を明確にするこ

とにより、高齢者虐待の防止及び養護者に対する支援等に関する施策の推進が図られ

ました。 

また、2006（平成 18）年に「介護保険法（平成９年法律第 123 号）」が改正され、

「高齢者の尊厳の保持」「有する能力に応じ自立した日常生活」を目指した介護の理

念が明記されました。 

鎌倉市では、2012（平成24）年に「鎌倉市高齢者保健福祉計画（平成24年度～平成

26年度）」を策定し、「住みなれたまちで元気に暮らし続けるために、ともに支え合

う地域づくりを目指して」を基本目標とし、高齢者が生きがいを持ち社会参加する機

会をつくり、健康づくりや介護予防を意識した生活しやすい環境を整え、いつまでも

安心して元気で暮らせる地域づくりのための様々な取組を進めています。 

しかし現実には、家庭における高齢者への暴力や介護の放棄などの虐待、福祉施設

等での人権への配慮不足、高齢者の孤独死、悪質商法による被害など、高齢者の人権

が侵害される事例が後を絶ちません。また、高齢化に伴う認知症等により判断能力が

不十分なため、日常生活に支障をきたす事例も顕著となっています。 

高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活を送れるようにするため、

地域包括ケアシステム（※）の構築を目指すとともに、高齢者虐待防止法に則した虐待

の早期発見や早期対応、介護従事者の人権意識の向上や、高齢者の権利擁護に向けた

取組が必要となっています。 

また、東日本大震災を機に、地域で一人暮らしの高齢者の見守りをさらに強化する

など、お互いに顔の見える関係を築き助け合い、協力し合って地域を守っていこうと

いう機運が高まってきています。ケアの受け手に寄り添ったサービスの提供や日頃の

介護のあり方等、被災地から学ぶことも少なくありません。 

  

（※）地域包括ケアシステム：高齢者にその日常生活圏内で、医療・介護・介護予防・住まい・生

活支援という５つのサービスを一体として提供する仕組み 

 

３ 高齢者の人権 
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【特に重要な取組】 

（1） 高齢者虐待防止対策の推進 

・高齢者虐待予防の周知・啓発の推進 

・市や地域包括支援センターのほか、関係機関との連携による高齢者本

人・家族の支援 

・高齢者と障害者の虐待防止の関係機関で組織する「(仮称)鎌倉市高齢

者・障害者虐待防止ネットワーク会議」での虐待防止対策の検討 

 

（2） 成年後見制度の利用促進 

・判断能力が不十分な人の権利を保護するための成年後見制度の周知・ 

啓発 

・成年後見制度の説明、利用案内など市の相談体制の核となる「（仮称）

成年後見センター」の設置や、今後市民後見人を活用するなど、成年

後見制度の利用促進に向けた取組の推進 

 

（3） 地域包括ケアシステムの構築  

・地域包括支援センターの機能の充実 

・関係機関・関係団体等のネットワーク強化による、地域における支援 

体制の充実 

・だれもが安心して地域で暮らせるバリアフリーのまちづくりの推進 
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【現状と課題】 

2006（平成 18）年に「障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）」が施行され、

障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、福祉サービス、公費負担

医療等が障害種別にかかわらず一元的に提供されるようになりました。 

2011（平成 23）年には、「障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）」が改正され、

共生社会の実現、社会参加の機会の確保、差別の禁止、療育、相談体制の整備、障害

特性に応じた防災・防犯施策、選挙や司法手続きにおける配慮などの項目が新設され

ました。 

2012（平成 24）年には、障害者に対する虐待を防止することなどを目的とした「障

害者の虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 23 年法律第

79 号）」が施行されました。 

さらに、2013（平成 25）年には、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）」に改正され、障

害者の範囲に難病を追加し障害福祉サービスの対象としました。また、同年、「国等

による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 (平成 24 年法律

第 50 号）」が施行され、公的機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設か

ら優先的・積極的に購入することを推進することとされ、障害者の就労を側面からも

支援しています。               

鎌倉市では、2012（平成 24）年に、「鎌倉市障害者基本計画（第２期）」と「鎌倉

市障害福祉サービス計画（第３期）」を策定し、「障害のある人もない人も、だれも

が一生にわたり、健やかで安心して地域で暮らせるまち」を将来目標としました。目

標の実現を目指し、障害者の観点を重視しながら施策・事業の推進に取り組んでいま

す。  

今後、ノーマライゼーションの考え方に基づき、障害のある人もない人も、だれも

が共に生き、支えあい、暮らせる社会、障害者がすべての人びとと同様の権利をもっ

て生活ができる地域社会づくりがさらに求められています。 

さらに、雇用、社会参加など暮しのあらゆる場面において「障害者の権利に関する

条約」に定められた「合理的配慮」を社会全体で推進していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

４ 障害者の人権 
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【特に重要な取組】 

（1） 障害者が安全・安心に暮らせるまちづくりの推進 

・だれもが安心して地域で暮らせるバリアフリーのまちづくりの推進 

・災害時や緊急時の障害者への情報提供や安全確保について関係機関との

連携強化 

・避難所における障害者や障害特性に応じた対応の充実 

・障害者の雇用の場の確保など社会参加の推進 

 

(2)  ライフステージに応じた相談支援体制の推進 

・市と相談支援事業所との一層の連携を進めることによる情報の提供やサ

ービス事業者との調整、社会資源の活用など総合的なサービス提供の推

進 

・支援を必要とする子どものライフステージに対応した一貫した支援体制

の推進 

 

(3)  障害者の虐待防止の推進 

・障害者虐待防止センターを中心とした障害者に対する虐待防止・啓発、

早期発見家族や本人への支援 

・高齢者と障害者の虐待防止の関係機関で組織する「(仮称)鎌倉市高齢者・

障害者虐待防止ネットワーク会議」での虐待防止対策の検討 

 

(4)  成年後見制度による障害者の権利擁護の推進 

・知的障害や精神障害により自分ひとりで十分な判断ができない障害者の

権利を擁護するための成年後見制度の周知・啓発 

・成年後見制度についての市の相談体制の核となる「（仮称）成年後見セ

ンター」の設置や市民後見人の活用など、成年後見制度の利用促進に向

けた取組を今後進めていくことで障害者の権利擁護を推進 

 

(5)  障害者への理解の促進 

・障害や障害者に対する理解を進めるための啓発事業や交流事業、福祉教

育の推進 

・高次脳機能障害など、障害福祉制度で認定されていない障害のある人へ

の支援の検討 
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【現状と課題】 

 国は、1979（昭和 54）年に、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」を批准す

るとともに、1981（昭和 56）年に「難民の地位に関する条約」、1995（平成 7）年に

「人権差別撤廃条約」に加入するなど、外国人の人権保障の取組が進められてきまし

た。 

2012（平成 24）年には新たな在留管理制度が開始され、在留期間の上限が５年に延

びたほか、再入国許可手続きが簡素化するなどの見直しがされました。これに伴い従

来の外国人登録制度が廃止されました。 

本市には、2013（平成 25）年３月末現在、人口の約 0.7％にあたる 60 カ国 1,178

人の外国人住民（※）が暮らしています。 観光で鎌倉を訪れる外国人も多く、国籍や文

化の違いを理解し、ともに地域社会を支える多文化共生社会の推進を図るとともに、

様々な困難を抱えながら生活している外国人の人権を擁護する取組が必要となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）外国人住民：住民登録をしている特別永住者及び中長期在留者 

 

 

 

 

 

 

５ 外国人の人権 

【特に重要な取組】 

（1）多言語による情報提供の推進 

  ・日常生活や災害時に対応する情報の多言語化 

 

（2）多文化共生社会の推進 

・日本語の理解が十分でない外国籍児童・生徒に対する、日本語指導の支

援等、教育環境の充実 

   ・国籍の違いを越え、言語、文化、習慣の違いを互いに理解し、安心して

暮らせる地域社会を目指した国際理解の推進 

   ・市民及び市民団体の国際交流・協力活動の推進 
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 【現状と課題】 

   2011（平成 23）年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、これまでの想定を大き

く上回る巨大な地震・津波が襲来し、甚大な被害が生じました。道路や交通・輸送網

のみならず、ライフライン、情報通信網などにかかる広範な被害は、救援・救護活動

の混乱等をはじめ、今なお、被災地域の生活、産業活動に大きな影響を与えています。 

避難所における女性や子どもに対する暴力や避難所運営での女性への加重負担、発

災時被災対応に追われた従事者の激務等、人権侵害が発生したということが伝えられ

ています。また、原子力発電所事故により被災地の農業・水産業・酪農業等が受けた

風評被害、また避難先での被災者に対する心ない対応などは見過ごすことができない

問題といえます。 

災害と人権侵害とは切り離せない関係にあります。大規模な災害は多くの命を危険

にさらし、人々の暮らしのすべてを奪い、理不尽な苦しみを強いるもので、災害その

ものが被災者の人権を大きく損なっているといえます。災害に襲われれば誰しも自分

のことで精一杯になってしまい、他人を思いやる余裕もなくなってしまいます。だか

らこそ、被災者の人権を守ることをいつも以上に意識しながら支援や復興にあたるこ

とが大切です。 

神奈川県の津波浸水予測による最大クラスの津波が襲来した場合には、防災施設整

備などハード面からの防災対応には限界があり、自らの命と生活を守ることができる

よう徹底した防災教育を行うなどソフト面での対応が重要です。 

少子高齢化の進行、近隣社会における相互扶助意識の希薄化など、社会環境の面で

も地域における災害脆弱性の拡大と深刻化が懸念されています。自分の身を守るため、

一人ひとりが自ら取り組む「自助」、地域や身近にいる人同士が助け合って取り組む

「共助」の重要性を再認識し、きずなを大切にした地域のつながりを築いていくこと

が大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 災害発生時の人権 

【特に重要な取組】 

（1） 防災に関する男女共同参画の推進 

・避難所における、男女双方の視点に配慮した良好な生活環境づくり 

・防災に関する政策・方針決定過程における女性の参画拡大 

 

（2）災害時要援護者に対する支援  

    ・「災害時要援護者の避難支援ガイドライン（平成 18 年 3 月）」を基にした災

害時要援護者情報の庁内での共有・把握、及び平常時からの支援体制の整備 

    ・高齢者、障害者、傷病者、乳幼児、妊産婦、地理に不案内な観光客、言葉や

習慣に慣れていない外国人等に対する避難誘導、十分な情報提供などの支援 
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【現状と課題】 

    同和問題については、1965（昭和 40）年に「早急な解決こそ国の責務であり、同時

に国民的課題である」との同和対策審議会の答申が出され、1969（昭和 44）年に「同

和対策事業特別措置法（昭和 44 年法律第 60 号）」が施行され、以来数度の法改正が

行われ、地域改善対策に係わる様々な施策が行われてきました。2002（平成 14）に特

別措置法による事業を終了し、現在は、2000（平成 12）年に施行された「人権教育及

び人権啓発の推進に関する法律（平成 12 年法律第 147 号）」の理念に基づき啓発活

動等を推進しています。 

    近年、身元調査を目的とした戸籍関係書類の不正取得事件や、インターネット上で

の差別書き込みが発生しているなど、依然として同和問題に関する差別意識が存在し

ているため、継続した教育・啓発が必要となっています。 

また、えせ同和行為は、同和問題の解決を阻害する要因ともなっているため、排除

に向けた取組が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 同和問題 

【特に重要な取組】 

（1）同和問題の正しい理解と認識を深める人権教育・啓発の推進 

・同和問題についての正しい理解と認識を深め、偏見と差別のないまちづ

くりの実現を目指した啓発 

・基本的人権を尊重することを基盤に、お互いの人権を尊重し、一人ひと

りが大切にされる学校教育の推進 

 

（2）個人情報の保護  

・就職・結婚差別等に結びつく恐れのある身元調査による個人情報漏えい

を防ぐための、戸籍等不正取得防止の徹底 

 

（3）えせ同和行為の排除に向けた啓発等の推進 

・同和問題を口実とする、企業や行政機関等に対する不当な要求の排除に 

向けた啓発 
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多様化・複雑化する現代社会では、これまでにあげた課題のほかにも、感染症の患者

等、性的少数者、犯罪被害者等、拉致被害者、インターネット等による人権侵害、ホー

ムレス問題などさまざまな人権課題があります。これらの諸課題に対しても取り組んで

いきます。 

 

(1）患者等の人権 

 ＨＩＶ感染症、エイズ、ハンセン病等の感染症について、正しい知識や理解が

不十分なことから、患者や元患者の日常生活において、偏見や差別などの人権問

題が生じています。感染症に対する正しい知識の普及と偏見・差別の解消が必要

です。 

 

(2) 性的少数者の人権  

性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）とは、性同一性障害者、同性愛者

など性のあり方が社会的に少数派である人々のことを指します。このような性的

少数者の人々は、周囲からの偏見や、性の区分を前提とした社会生活上の制約を

受けています。 

2004（平成 16）年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（平

成 15 年法律第 111 号）」が施行され、性同一性障害者が一定の条件を満たす場

合は、性別の取扱いの変更の審判を受けることができるようになりました。 

しかし、十分な問題解決には至っておらず、相談業務や当事者理解のための啓

発が必要です。また、同性愛者に対する偏見も社会に根強く残っており、その解

消に努めていくことも必要です。 

 

(3) 犯罪被害者等の人権 

犯罪被害者や家族は、犯罪行為によって生命、身体、財産に対する直接的な

被害に加え、誹謗中傷による名誉棄損、報道機関によるプライバシー侵害など

二次的被害を受けることがあるという問題をかかえています。 

2005（平成 17）年に「犯罪被害者等基本法（平成 16 年法律第 161 号）」が

施行され、それを受け、自治体においても、支援の取組が求められています。

犯罪被害者等の名誉や平穏な生活への配慮について市民の理解を深めることが

必要です。 

 

 

 

８ さまざまな人権 
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 (4) 拉致被害者の人権 

    北朝鮮当局による日本人拉致は、重大な人権侵害です。また、政府が認定し

た拉致被害者以外にも北朝鮮によって拉致された可能性を排除できないという

指摘もあり、国は、関係省庁・関係機関が緊密に連携を図りつつ、国内外から

の情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、真相究明に努めて

います。2006（平成 18）年に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問

題への対処に関する法律（平成 18 年法律第 96 号）」が施行され、それに基づ

き、この問題に対する関心と認識を深めるための啓発が必要です。 

 

(5) インターネット等による人権侵害 

高度情報化社会の進展に伴い、発信者の匿名性や情報発信の容易さを利用し、

安易に他人の名誉を侵害したり、差別を助長する書き込みが増加しています。

また、子どもが犯罪に巻き込まれたり、携帯サイトなどの掲示板で個人情報を

流出したり、誹謗中傷を書き込むといった、ネット社会の弊害が子どもの世界

にも及んでいます。 

個人の名誉やプライバシーに関する正しい理解を深めるなど、インターネッ

ト、ソーシャルネットワーキングサービス等ネット上で人権侵害が生じないよ

う教育や啓発が必要です。 

 

(6) ホームレス問題 

長引く景気の低迷の影響で就労機会が減少したことなどを受け、ホームレス

生活を余儀なくされている人たちに、嫌がらせや暴行を受けるなどの人権侵害

が発生しています。 

2002（平成 14）年に「ホームレスの自立支援等に関する特別措置法（平成 14

年法律第 105 号）」、2003（平成 15）年に「ホームレスの自立支援等に関する

基本方針」が制定され、本市では、県と合同でホームレスの巡回相談を実施す

るとともに、生活保護による生活の立て直しを図るなど、自立に向けた支援を

行っています。 

ホームレスになった理由は、倒産や失業、病気などさまざまですが、仕事に

就きたくても就けないケースもあり、社会全体の問題ともいえます。今後も、

偏見や差別の解消に向けて、継続した教育や啓発が必要です。 

 

(7) その他 

   いままで掲げてきた課題以外にも、ストーカー被害や人権にかかわる近隣との

トラブル、その他人間関係による精神的な苦痛への対応など様々な課題もあり、

今後、関係機関との連携を強化しながら取り組んでいくことが必要です。 


